
薄暮時間帯及び夜間における
交通事故抑止対策強化中！！

広島県警察

全席シートベルトの着用 自転車の安全利用 

飲酒運転の根絶 高齢者の交通事故防止 
 

光って安全！反射材 

～反射材着用で，夜間の歩行者事故防止 
 
 
 
 
 
 
 

  

       「早めのライト」 

       「上向きライト」で危険を先取り 

     
 
 
 

  

安全に道路を横断するために 

～慣れた道ほど慎重に 

○ 遠くても横断歩道や信号 

  交差点を利用する 

○ 慌てず，左右の安全確認を 

   （左から来る車に注意） 
 
 
 

  

 

  「 飲酒運転しない・させない・許さない」 

  ～ダメなものはダメ！ 
 
 
 
 
 
 

  

 

自転車は「車両」です! 

～ルールとマナーを守って安全運転 
 

   
 
 
 
 
 

  

 
 

○ 歩行者の姿は，車からは 

 見えていないかも・・・ 

○ 外出時には，明るめの服装 

 と反射材の着用を 
 
 
 
 
 
 

  

～ 夜間走行中は「上向きライト」が原則 

～「点ける広島県」ライト点灯運動実施中       
 
 

  

  自転車運転中に 

    危険なルール違反（危険行為１４項目） 

を繰り返す（３年以内に２回以上）と自転車運

転者講習を受けることになります。 

  ※危険行為：信号無視・酒酔い運転 等 

  
 
 
 
 

 【自転車安全利用五則】 

 １ 自転車は，車道が原則，歩道は例外   

 ２ 車道は左側を通行 

   ３ 歩道は歩行者優先で，車道寄りを徐行  

 ４ 安全ルールを守る    

  ○ 飲酒運転・二人乗り・並進は禁止    

  ○ 夜間はライトを点灯    

  ○ 交差点での信号遵守と一時停止， 

    安全確認   

 ５ 子どもはヘルメットを着用   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

シートベルトは「命綱」 

確実な着用が命を守る！ 

～車に乗ったら，まず「シートベルト」から 
 

   
 
 
 
 
 

  

 

○   シートベルトは， 

      全ての道路（一般道路・高速道路等） 

  で全席の着用が義務付けられています。 
 

  
 
 
 

   シートベルトを正しく着用していないと・・・ 
 

○ 車内で全身を強打する可能性 

○ 車外に放出される可能性 

○ 後部座席の人が前に投げ出され， 

  前席の人が被害を受ける可能性 
 

があります。 
 

  

  
  

乗員のシートベルト着用は，運転者の義務 
 

   
 
 
 
 
 
 

 飲酒運転は，悪質な犯罪です 

 ～飲酒運転により失われる大切なもの 
 
 
 
 
 
 
 

  

 命・家族・仕事 

 社会的信用 

 お金・運転免許  etc 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 県民一丸となって飲酒運転を根絶 

・ 酒を飲んだら絶対に運転しない 

・ 酒を飲んだ人には絶対に運転させない 

・ 飲酒運転を絶対に許さない    

     

      
 
 
 

  

    飲酒運転のない 

      広島県をめざして     

      
 
 
 

  


